
▼
平
成　

年
４
月
１
日
よ
り「
高
齢

１８

者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者

に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法
）」が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

児
童
虐
待
が
社
会
問
題
に
な
る
中
、

高
齢
者
の
方
々
へ
の
虐
待
に
つ
い
て

も
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
結
果
で
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
が
、
留
萌
市
に
お
い

て
も
５
月　

日
に
旭
町
に
お
い
て
同

２３

居
長
男
に
よ
る
母（　

歳
）へ
の
暴
行

８０

事
件
が
発
覚
し
ま
し
た
。

�
高
齢
者
虐
待
と
は
？

　

身
体
へ
の
暴
力
の
ほ
か
、
暴
言
を

吐
く
よ
う
な
心
理
的
虐
待
や
、
児
童

虐
待
で
も
問
題
と
な
っ
た
ネ
グ
レ
ク

ト（
食
事
を
与
え
な
い
等
の
介
護
の

放
棄
）等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

高
齢
者
へ
の
虐
待
の
特
徴
と
し
て
、

家
族
が
本
人
の
年
金
を
使
い
込
ん
だ

り
す
る
と
い
っ
た
場
合
に
は
経
済
的

虐
待
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
す
。

�
誰
が
虐
待
す
る
の
？

　

高
齢
者
虐
待
防
止
法
は
、
施
設
で

の
虐
待
を
契
機
と
し
て
法
制
化
さ
れ

た
経
緯
も
あ
り
、
施
設
の
場
合
は
施

設
職
員
が
、
在
宅
で
は
、
養
護
者（
主

に
同
居
親
族
）が
虐
待
の
主
体
と
し

て
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
こ
ま

で
が
虐
待
な
の
か
は
判
断
が
難
し
く
、

特
に
家
族
間
で
は
、
長
い
年
月
で
の

相
互
関
係
も
あ
り
、
ま
た
、
現
に
高

齢
者
を
介
護
し
て
い
る
方
の
精
神
的

ス
ト
レ
ス
が
虐
待
の
要
因
と
な
る

ケ
ー
ス
も
あ
り
、
虐
待
し
て
い
る
側

の
ケ
ア
も
重
要
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

�
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

　

高
齢
者
虐
待
防
止
法
で
は
、
市
民

の
方
々
に
も
高
齢
者
へ
の
虐
待
が
あ

る
、
も
し
く
は
そ
の
恐
れ
が
あ
る
と

発
見
し
た
と
き
は
、
市
町
村
や
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
通
報
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
と
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

　

留
萌
市
で
は
、
介
護
保
険
法
の
改

正
に
よ
り
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
を「
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
ー

と
ふ
る
」内
に
設
置
し
ま
し
た
。

　

留
萌
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
は
、
社
会
福
祉
士
・
保
健
師
・
主

任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
い
っ
た
専
門

職
種
が
配
置
さ
れ
て
お
り（
市
の
係

と
し
て
は
、
介
護
支
援
課
高
齢
者
支

援
係
）、
今
回
お
話
し
た
高
齢
者
の

方
へ
の
虐
待
と
い
っ
た
権
利
擁
護
の

問
題
や
、
認
知
症
へ
の
対
応
等
の
介

護
相
談
を
中
心
と
し
た
高
齢
者
の

方
々
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
へ

の
相
談
対
応
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
件
に
限
ら
ず
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

�問
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域
包
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ン
タ
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■２００7年８月号／通巻 59３号　■印刷／留萌印刷�
この広報誌は、再生紙を使用しています

� 人の動き �平成 19 年６月末現在。（　）は前月比

世　帯
 12,７３０（－６）

女
13,6００（－９）

男
12,８１６（－１２）

人　
26,4１６（－２１）

★先月号のクイズの答えは、３回目です。

（問題は、「7月29日�に留萌地方卸売市

場で行われる『うまいよ！るもい市（い

ち）』は今回は○回目の開催になるでしょ

う。○に入る文字をお答えください。 」 で

した。）　　　　　
★今月号のクイズ

「留萌市平和都市宣言 は、昭和○年○月

○日に宣言されたものでしょう。○に入る

文字をお答えください。 」

（ヒント：１３ページをご覧ください。）

クイズクイズるもいのるもいのつぼつぼ得
編集・発行

留萌市政策経営室企画調整課

●広報るもいへのお問合せ●

〒０７７－８６０１ 留萌市幸町１丁目１１番地『広報るもい』係
�０１６４－４２－１８０９／ �０１６４－４３－８７７８
ホームページ http://www.e-rumoi.jp/

E （電子） メールアドレス koucyou@e-rumoi.jp

「①答え、②意見・要望、③氏名、④住所、⑤性別、⑥職業、⑦電
話、⑧電子メールアドレス」を記入し、ハガキ、電子メール、
ＦＡＸで上記まで送ってください。応募者の中から抽選で
５名に『商品券』が当たります !! 応募期限は 8月 25 日です。

ク イ ズ の 応 募 方 法

飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら運転は、絶対に禁止です。

高齢者への虐待について
－留萌市の現状と対策－
留萌市地域包括支援センターからのお知らせ
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今
月
も
、
知
っ
て
お
き
た
い
情
報
が
満
載
で
す
！
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仕
事
を
や
め
た
り
、所
得
が
低
い

な
ど
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料

の
支
払
が
困
難
な
方
に
対
し
て
、免

除
制
度
が
あ
り
ま
す
。申
請
に
よ
り

本
人
、配
偶
者
及
び
世
帯
主
の
い
ず

れ
も
前
年
所
得
が
一
定
以
下
の
と
き

に
、保
険
料
の
納
付
が「
免
除
」又
は

「
一
部
免
除
」と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、保
険
料
の
全
額
免
除
に
該

当
と
な
る
方
に
つ
い
て
は
、翌
年
度

以
降
改
め
て
申
請
が
不
要
と
な
る
継

続
申
請
が
で
き
ま
す
。

　
　

歳
未
満
の
第
一
号
被
保
険
者
の

３０
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、本
人
と
配
偶

者
の
前
年
の
所
得
が
一
定
以
下
の
場

合
、ま
た
、第
一
号
被
保
険
者
と
な
る

　

歳
以
上
の
学
生（
対
象
と
な
る
学

２０校
等
に
限
る
）に
つ
い
て
も
、本
人
の

前
年
の
所
得
が
一
定
以
下
の
場
合
、

い
ず
れ
も
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

�問
 

市
・
市
民
課
国
民
年
金
担
当

　

�　

・
１
８
０
５

４２

ご存知ですか？
国民年金保険料の免除・猶予制度
市民課国民年金担当からのお知らせ

国
民
年
金
の
保
険
料
の
支
払
い

に
困
っ
た
ら「
免
除
制
度
」

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
及
び　

学
生
納
付
特
例
制
度
の
利
用
を

▼国民に大変ご心配をおかけしております｢年金記録問題｣に対し、現在社会保険庁では次
のような対応を実施しております。今後とも皆さまのご理解とご協力をお願いします。

　①年金記録統合に向けての徹底的なチェック
　　基礎年金番号に結び付けられていない記録（５，０００万件）を今年１２月から来年３月までの間
　に照合し、該当者に ｢ねんきん特別便 ｣として通知します。

　②年金記録相談体制の強化
　　利用しやすい相談体制をしき、相談に対しては丁寧な説明、迅速な処理などの対応を徹底しま
　す。（ねんきんあんしんダイヤル　０１２０－６５７８３０）

　③納付記録がない場合の第三者委員会の設置
　　社会保険庁や市町村に記録がなく、領収書等の証拠がない場合であっても総務省の｢年金記
　録確認中央第三者委員会 ｣更には ｢地方第三者委員会（北海道内は札幌、旭川、函館、釧路の４
　箇所）｣により、本人などからの申し立てに基づき年金給付の是非を判断します。

▼留萌市においても問題解決に向け、年金記録の問合せの受け付けや社会保険事務所への
取り次ぎ、市で保管している国民年金被保険者名簿（台帳）の確認や写しの交付などの対応
を実施しておりますので、ご相談下さい。

お問合せはこちらへ� 留萌社会保険事務所 � 43・7211／市・市民課国民年金担当 � 42・1805

金 記 録 題 の 対 応年 問
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